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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 

個人住民税の賦課に関する事務、個人住民税の更正に関する事

務、個人住民税の還付充当に関する事務、所得・課税証明書の

交付に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 年齢、5性別、6続柄、7 住民コ

ード、8世帯コード 

記録範囲 
1 月 1 日時点に築上町内に住所を有する者、地方税法第 294条

第 3項に基づく通知により賦課している者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町 総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 829番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 税務ＬＡＮ 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人住民税の賦課に関する事務、個人住民税の更正に関する事

務 

記録項目 

1 氏名、2 カナ氏名、3住所、4 生年月日、5年齢、6性別、7続

柄、8住民コード、9世帯コード、10収入・所得額、11控除額、

12 扶養者情報（氏名、続柄、生年月日、性別 等）、13 税額情

報（所得税額、住民税額） 

記録範囲 
1 月 1 日時点に築上町内に住所を有する者、地方税法第 294条

第 3項に基づく通知により賦課している者 

記録情報の収集方法 

本人・世帯員・親族・代理人の申告による確定申告書及び住民

税申告書、給与支払者より提出される給与支払報告書、公的年

金等支払報告書、国税連携システム、eL-Taxシステム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町 総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 829番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 個人住民税課税台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人住民税の賦課に関する事務、個人住民税の還付充当に関す

る事務、所得・課税証明書の交付に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 年齢、4 住所、5 住民コード、6 世帯コ

ード、7 収入・所得額、8控除額、9 扶養・本人該当控除、10税

額情報、11給与特別徴収事業所名、12年金特別徴収事業所名、

13 徴収区分 

記録範囲 
1 月 1 日時点に築上町内に住所を有する者、地方税法第 294条

第 3項に基づく通知により賦課している者 

記録情報の収集方法 
本人、世帯員、親族、代理人、税務 LAN、国税連携システム、

eL-Taxシステム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
同一機関内（国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保

険料担当） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町 総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 829番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 eL-Taxシステム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人住民税の賦課に関する事務、個人住民税の更正に関する事

務 

記録項目 

1 特別徴収義務者名、2住所、3 電話番号、4 利用者識別番号、

5 給与支払報告書、6 公的年金等支払報告書、7 特別徴収対象

者情報（氏名、生年月日、年齢、住所、住民税額） 

記録範囲 
1 月 1 日時点に築上町内に住所を有する者、地方税法第 294条

第 3項に基づく通知により賦課している者 

記録情報の収集方法 
給与支払者より提出される給与支払報告書、公的年金等支払報

告書、給与支払報告者異動届 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町 総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 829番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・課税係 

個人情報ファイルの名称 国税連携システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人住民税の賦課に関する事務、個人住民税の更正に関する事

務 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 年齢、4 住所、5 個人番号、6 確定申告

書、7 給与支払報告書、8公的年金等支払報告書 

記録範囲 
1 月 1 日時点に築上町内に住所を有する者、地方税法第 294条

第 3項に基づく通知により賦課している者 

記録情報の収集方法 

税務署より送信される確定申告書、年金特別徴収関係通知、各

市町村より回送される給与支払報告書、地方税法第 294 条第 3

項関係通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 税務署、他市区町村の税務担当課、日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町 総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 829番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        43 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 年齢、5性別、6続柄、7 住民コ

ード、8世帯コード 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        44 

個人情報ファイルの名称 土地補充課税台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        45 

個人情報ファイルの名称 家屋補充課税台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        47 

個人情報ファイルの名称 登記連携システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        48 

個人情報ファイルの名称 地理情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



11 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        51 

個人情報ファイルの名称 固定資産名寄台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



12 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        53 

個人情報ファイルの名称 登記済通知書 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の賦課に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



13 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        59 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の更正に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 年齢、5性別、6続柄、7 住民コ

ード、8世帯コード 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



14 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        60 

個人情報ファイルの名称 土地補充課税台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の更正に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



15 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        61 

個人情報ファイルの名称 家屋課税補充台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の更正に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



16 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        63 

個人情報ファイルの名称 登記連携システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の更正に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



17 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        64 

個人情報ファイルの名称 地理情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の更正に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



18 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        67 

個人情報ファイルの名称 固定資産名寄台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の更正に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



19 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        69 

個人情報ファイルの名称 登記済通知書 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の更正に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



20 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        73 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税等の減免に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 年齢、5性別、6続柄、7 住民コ

ード、8世帯コード 

記録範囲 減免申請者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



21 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        74 

個人情報ファイルの名称 土地補充課税台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税等の減免に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 減免申請者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



22 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        75 

個人情報ファイルの名称 家屋課税補充台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税等の減免に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 減免申請者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



23 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        77 

個人情報ファイルの名称 家屋課税補充台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税等の減免に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 減免申請者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



24 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        78 

個人情報ファイルの名称 地理情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税等の減免に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 減免申請者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



25 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        82 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の特例措置（不均一課税、課税免除）に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 年齢、5性別、6続柄、7 住民コ

ード、8世帯コード 

記録範囲 減免申請・届出・申告者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



26 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        83 

個人情報ファイルの名称 土地補充課税台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の特例措置（不均一課税、課税免除）に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 減免申請・届出・申告者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



27 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        84 

個人情報ファイルの名称 家屋課税補充台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の特例措置（不均一課税、課税免除）に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 減免申請・届出・申告者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



28 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        86 

個人情報ファイルの名称 登記連携システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の特例措置（不均一課税、課税免除）に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所 

記録範囲 減免申請・届出・申告者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



29 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        87 

個人情報ファイルの名称 地理情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の特例措置（不均一課税、課税免除）に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 減免申請・届出・申告者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



30 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        92 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
固定資産課税台帳登録事項証明書（評価証明書、公課証明書）

の交付に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 年齢、5性別、6続柄、7 住民コ

ード、8世帯コード 

記録範囲 土地家屋所有者、代理人等 

記録情報の収集方法 本人、代理人、住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



31 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        93 

個人情報ファイルの名称 土地補充課税台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
固定資産課税台帳登録事項証明書（評価証明書、公課証明書）

の交付に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 土地家屋所有者、代理人等 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



32 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        94 

個人情報ファイルの名称 家屋課税補充台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
固定資産課税台帳登録事項証明書（評価証明書、公課証明書）

の交付に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所、3住民コード 

記録範囲 土地家屋所有者、代理人等 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



33 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】        97 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅用家屋証明書の交付に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 年齢、5性別、6続柄、7 住民コ

ード、8世帯コード 

記録範囲 土地家屋所有者、代理人等 

記録情報の収集方法 本人、代理人、住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



34 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】          99 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
軽自動車税（種別割）の賦課並びに原動機付自転車及び小型特

殊自動車の登録等の事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 住民コード、4 世帯コード、5 生年月日、6

年齢、7性別 

記録範囲 築上町に定置場のある軽自動車等の所有者（納税義務者） 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

賦課事務並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録等

の事務は一体的な事務のため個人情報ファイルをまとめる 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



35 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】          100 

個人情報ファイルの名称 軽自動車課税台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
軽自動車税（種別割）の賦課並びに原動機付自転車及び小型特

殊自動車の登録等の事務を行うため 

記録項目 

1 納税義務者氏名、2住所、3 所有者氏名、4 住所、5使用者氏

名、6住所、7車両に関する情報、8取得日、9取得理由、10廃

車日、11 廃車理由、12 標識の返納の有無、13届出日、14異動

日（登録日） 

記録範囲 築上町に定置場のある軽自動車等の所有者（納税義務者） 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



36 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】          104 

個人情報ファイルの名称 種別割申告書 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録等の事務を行うた

め 

記録項目 

1 所有者氏名、2住所、3生年月日、4電話番号、5所有者氏名、

6 住所、7 使用者氏名、6 住所、7 生年月日、8 電話番号、9 届

出者氏名、10住所、11 電話番号、12定置場、13 車両に関する

情報、14取得日（申告日）、15取得理由、16廃車日（届出日）、

17 廃車理由、18標識の返納の有無、19 標識番号、20旧標識番

号、21旧所有者情報 

記録範囲 築上町に定置場のある軽自動車等の所有者（納税義務者） 

記録情報の収集方法 本人または代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



37 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】       110・119・128 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険税の賦課、更正、それに伴う所得調査に関する事

務を行うため 

記録項目 

1 住民コード、2 氏名、3 生年月日、4 年齢、5 性別、6 続柄、

7 住所 

記録範囲 国民健康保険被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 本人または代理人、住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



38 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】             111 

個人情報ファイルの名称 個人住民税課税台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険税の賦課、更正、それに伴う所得調査に関する事

務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 年齢、4 住所、5 住民コード、6 収入・

所得、7総所得金額、8合計所得金額、9総所得金額等 

記録範囲 国民健康保険被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 本人、世帯員、親族、代理人、個人住民税課税台帳（所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



39 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】             112 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険（資格）システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険税の賦課、更正、それに伴う所得調査に関する事

務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 住民コード、3 世帯コード、4 住民区分、5 性別、6

年齢、7 生年月日、8 資格区分、9 国保上の続柄、10 取得事由

及び異動年月日、11国保記号番号 

記録範囲 国民健康保険被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 本人、世帯員、代理人、国民健康保険（資格）異動情報 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



40 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】             113 

個人情報ファイルの名称 
国民健康保険税システム（R5.4 から市町村事務処理標準シス

テム） 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険税の賦課、更正、それに伴う所得調査に関する事

務を行うため 

記録項目 

1 納税義務者氏名、2住所、3賦課番号（国保記号番号）4、世

帯主コード、5国保世帯コード、6軽減区分、7調定年月日、8

金融機関、9 徴収区分、10基礎年金番号、11特別徴収年金、12

年金種別、13被保険者氏名、14住民コード、15続柄、16 生年

月日、17 年齢、18 資格得喪失年月日、19 給与収入・所得額、

20 年金収入・所得額、21その他所得、22 所得合計、23 課税標

準所得額、24 繰越損失額、25 住民税区分、26個人按分賦課明

細、27軽減判定所得額、28 算定税額、29 単身世帯平等割額、

30 軽減区分及び軽減額、31 限度超過額、32 月割増減額、33 減

免額、34 差引年税額、35年税額合計、36 期別税額、37 非自発

的失業者情報、38減免情報 

記録範囲 国民健康保険被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 
住民情報システム、国民健康保険（資格）システム、個人住民

税課税台帳、他市町村への所得情報の照会、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備考 R5.4以降は市町村事務処理標準システムとなります 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



41 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】             114 

個人情報ファイルの名称 国保税賦課台帳 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険税の賦課、更正、それに伴う所得調査に関する事

務を行うため 

記録項目 

1 納税義務者氏名、2住所、3賦課番号（国保記号番号）4、世

帯主コード、5国保世帯コード、6軽減区分、7調定年月日、8

金融機関、9 徴収区分、10基礎年金番号、11特別徴収年金、12

年金種別、13被保険者氏名、14住民コード、15続柄、16 生年

月日、17 年齢、18 資格得喪失年月日、19 給与収入・所得額、

20 年金収入・所得額、21その他所得、22 所得合計、23 課税標

準所得額、24 繰越損失額、25 住民税区分、26個人按分賦課明

細、27軽減判定所得額、28 算定税額、29 単身世帯平等割額、

30 軽減区分及び軽減額、31 限度超過額、32 月割増減額、33 減

免額、34 差引年税額、35年税額合計、36 期別税額 

記録範囲 国民健康保険被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 
住民情報システム、国民健康保険（資格）システム、個人住民

税課税台帳、他市町村への所得情報の照会、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



42 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】             116 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税課税資料 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険税の賦課に関する事務（納税通知書及び納付書の

作成・発送等）を行うため 

記録項目 

1 賦課番号（納付書番号）、2 納税義務者氏名、3 住所、4 特別

徴収義務者情報、5特別徴収対象年金情報、6課税標準所得額、

7 所得割額、8人数、9均等割額、10平等割額、11単身世帯平

等割額、12軽減区分及び軽減額、13限度超過額、14月割増減

額、15 減免額、16年税額、17 期別税額、18加入者氏名、19 年

齢、20 加入月、21 取得事由及び取得年月日、22個別課税標準

所得額、23申告区分 

記録範囲 国民健康保険被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 
住民情報システム、国民健康保険（資格）システム、個人住民

税課税台帳、他市町村への所得情報の照会、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備考 
R5.4 以降は市町村事務処理標準システムとなるため、記録項

目が変更になる可能性があります。 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



43 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】             124 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税更正関係（現年更正分） 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 現年度分の国民健康保険税更正に関する事務 

記録項目 

1 納税義務者氏名、2住所、3 生年月日、4更正理由、5 通知書

番号（賦課番号）、6 現通知年税額、7 新年税額、8 差額、9 更

正前後の期別税額、10徴収区分、11金融機関コード、12 口座

番号、13 基礎年金番号、14 特別徴収年金、15 年金種別、16年

金給付額、17 賦課の明細（課税標準所得額、軽減、算定税額、

減免額等）、18異動者氏名、19異動事由、20 異動年月日 

記録範囲 
資格情報や所得情報に異動のあった国民健康保険被保険者及

び被保険者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 
住民情報システム、国民健康保険（資格）システム、個人住民

税課税台帳、他市町村への所得情報の照会、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備考 
R5.4 以降は市町村事務処理標準システムとなるため、記録項

目が変更になる可能性があります。 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



44 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】             125 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税更正関係（過年度更正分） 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 過年度分の国民健康保険税更正に関する事務 

記録項目 

1 納税義務者氏名、2住所、3 生年月日、4更正理由、5 通知書

番号（賦課番号）、6 現通知年税額、7 新年税額、8 差額、9 更

正前後の期別税額、10徴収区分、11金融機関コード、12 口座

番号、13 基礎年金番号、14 特別徴収年金、15 年金種別、16年

金給付額、17 賦課の明細（課税標準所得額、軽減、算定税額、

減免額等）、18異動者氏名、19異動事由、20 異動年月日 

記録範囲 
資格情報や所得情報に異動のあった国民健康保険被保険者及

び被保険者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 
住民情報システム、国民健康保険（資格）システム、個人住民

税課税台帳、他市町村への所得情報の照会、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備考 
R5.4 以降は市町村事務処理標準システムとなるため、記録項

目が変更になる可能性があります。 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



45 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】             126 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税更正関係（月次更正） 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和３年度以前に処理した国民健康保険税更正（月次処理分）

に関する事務 

記録項目 

1 納税義務者氏名、2住所、3 生年月日、4更正理由、5 通知書

番号（賦課番号）、6 現通知年税額、7 新年税額、8 差額、9 更

正前後の期別税額、10徴収区分、11金融機関コード、12 口座

番号、13 基礎年金番号、14 特別徴収年金、15 年金種別、16年

金給付額、17 賦課の明細（課税標準所得額、軽減、算定税額、

減免額等）、18異動者氏名、19異動事由、20 異動年月日 

記録範囲 
資格情報や所得情報に異動のあった国民健康保険被保険者及

び被保険者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 
住民情報システム、国民健康保険（資格）システム、個人住民

税課税台帳、他市町村への所得情報の照会、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備考 
令和 4年度以降は簿冊名を「国民健康保険税更正関係（現年更

正分）」「国民健康保険税更正関係（過年度更正分）」に変更 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日  



46 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】             127 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税更正関係（随時） 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和３年度以前に処理した国民健康保険税更正（随時処理分）

に関する事務 

記録項目 

1 納税義務者氏名、2住所、3 生年月日、4更正理由、5 通知書

番号（賦課番号）、6 現通知年税額、7 新年税額、8 差額、9 更

正前後の期別税額、10徴収区分、11金融機関コード、12 口座

番号、13 基礎年金番号、14 特別徴収年金、15 年金種別、16年

金給付額、17 賦課の明細（課税標準所得額、軽減、算定税額、

減免額等）、18異動者氏名、19異動事由、20 異動年月日 

記録範囲 
資格情報や所得情報に異動のあった国民健康保険被保険者及

び被保険者の属する世帯の世帯主 

記録情報の収集方法 
住民情報システム、国民健康保険（資格）システム、個人住民

税課税台帳、他市町村への所得情報の照会、本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
 

備考 
令和 4年度以降は簿冊名を「国民健康保険税更正関係（現年更

正分）」「国民健康保険税更正関係（過年度更正分）」に変更 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



47 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】         149 

個人情報ファイルの名称 新増築家屋評価調書 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産の評価に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 ― 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒89-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



48 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・課税係】         150 

個人情報ファイルの名称 地籍調査成果処理 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 国土調査に関する事務 

記録項目 

1 氏名、2住所 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
含まない 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年２月７日 



49 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 滞納管理システム（THINK） 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
納税義務者・滞納者に関する賦課、収納、交渉、調査、処分、

催告記録等を一括管理して滞納整理事務全般を行うため。 

記録項目 

1 納税義務者・滞納者情報（住民コード、名称カナ、名称漢字、

生年月日、性別、住民区分、地区コード、住所、方書、電話番

号、国保番号、世帯番号、科目、調定年度、納付書番号、事件

番号、軽自標識番号）2 交渉記録 3 帳票記録 4納付記録 5その

他記録 

記録範囲 納税義務者、滞納者 

記録情報の収集方法 
本人、代理人、総合収納管理システム、公用請求により官公署

等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 国税庁、県税事務所、他自治体の滞納整理担当部署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 2 月 7日  



50 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 総合収納管理システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
納税義務者に関する税収納情報を一括管理して収納管理全般

を行うため。 

記録項目 

1 名寄収納状況（氏名、住所、方書、住所コード、納付書番号、

住民コード、世帯コード、生年月日、性別、科目、会計年度、

調定年度、賦課年度、事業年度、申告区分、記号番号、標識番

号、納付組合、住所、生年月日、年齢、性別、続柄、住民コー

ド、世帯コード、口座名義人、口座番号、電話番号、法人番号、

調定額、収納額、納期限、納付日、日計日、納付区分、収納区

分） 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 
本人、行政基本、個人住民税課税台帳、国民健康保険（税）（資

格）システム、固定資産システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 税務署、県税事務所、他自治体の滞納整理担当部署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 6年 2 月 7日  



51 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 住民情報システム 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 

行政基本、個人住民税課税台帳、国民健康保険（税）（資格）

システム、固定資産税システムを活用した滞納者に関する情報

把握のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 年齢、5性別、6続柄、7 住民コ

ード、8世帯コード 

個人住民税課税台帳、国民健康保険（税）（資格）、固定資産税

システムにかかる項目 

記録範囲 
行政基本、個人住民税課税台帳、国民健康保険（税）（資格）

システム、固定資産システム記録分を準用 

記録情報の収集方法 
本人、代理人、個人住民税課税台帳、国民健康保険（税）（資

格）システム、固定資産税システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 国税庁、県税事務所、他自治体の滞納整理担当部署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 6年 2 月 7日  



52 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 課税台帳システム（個人住民税課税台帳） 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
滞納整理のため（納税者・滞納者にかかる個人住民税の賦課、

所得、収入状況等の把握） 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 年齢、4 住所、5 住民コード、6 世帯コ

ード、7 収入・所得額、8控除額、9 扶養・本人該当控除、10税

額情報、11給与特別徴収事業所名、12年金特別徴収事業所名、

13 徴収区分 

記録範囲 
1 月 1 日時点に築上町内に住所を有する者、地方税法第 294条

第 3項に基づく通知により賦課している者 

記録情報の収集方法 本人、住民税課税台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 税務署、県税事務所、他自治体の滞納整理担当部署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和 6年 2 月 7日  
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 税務ＬＡＮ 

行政機関等の名称 築上町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
滞納整理のため（滞納者の職業・職歴・所得・収入・財産・連

絡先情報収集および把握） 

記録項目 

1 氏名、2 カナ氏名、3住所、4 生年月日、5年齢、6性別、7続

柄、8住民コード、9世帯コード、10収入・所得額、11控除額、

12 扶養者情報（氏名、続柄、生年月日、性別 等）、13 税額情

報（所得税額、住民税額） 

記録範囲 
1 月 1 日時点に築上町内に住所を有する者、地方税法第 294条

第 3項に基づく通知により賦課している者 

記録情報の収集方法 

本人・世帯員・親族・代理人の申告による確定申告書及び住民

税申告書、給与支払者より提出される給与支払報告書、公的年

金等支払報告書、国税連携システム、eL-Taxシステム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 税務署、県税事務所、他自治体の滞納整理担当部署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）築上町総務課 

（所在地）〒829-0392 築上町大字椎田 891番地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 6年 2 月 7日 


